
教 育 研 究 評 議 会 議 事 要 旨

日 時 平成１７年１０月１９日（水）１３時３０分～１４時３０分

場 所 事務局４０１会議室

出席者 宮原総長、

鈴木(理事)、鷲田(理事)、馬越(理事)、馬場(理事)、北見(理事)、橋本(理事)、

柏木、林(文)、小泉、三浦(人)、三成、竹中(法)、永谷、阿部(経)、小谷、則末(理)、

遠山、荻野(医)、高田、大嶋(歯)、山元、前田(薬)、豊田(工)、西田、戸部(基)、

木村、金崎(言院)、髙阪、床谷(国院)、西尾、今瀬(情)、平野、長田(生)、吉本(高)、

木下(微)、川合(産)、阿久津(蛋)、池田(社)、野城(接)、荻原(医病)、惠比須(歯病)、

中村(図)、三間(レ)、辻(留)、高杉(大)、土岐(核)、下條(サ)各評議員

オブザーバー 江口(博)

欠席者 仁科(理事)、馬場(工)各評議員

○ １０月１日付けで他機関から異動のあった事務局課長の紹介があった。

○ 前回議事要旨（案）の確認

前回（９月２１日）の議事要旨（案）について、特に意見等があれば１０月２１日（金）まで

に総務部総務課へ提出の上確定することとした。（なお、同日までに意見の提出はなく、原案の

とおり確定した。）

議 事

〔報告事項〕

１ 各種委員会報告について

(1) 安全衛生管理委員会（１０月７日開催）

高圧ガス管理検討ＷＧにおける決定事項について、配付資料に基づき報告があった。

(2) 学生生活委員会（１０月１２日開催）

「平成１７年度大学祭期間中の課外活動行事への応募企画及び経費補助について」他４件の

審議結果等について、配付資料に基づき報告があった。

(2) 教育課程委員会（１０月１３日開催）

「３年早期卒業について」他３件の審議結果等について、配付資料に基づき報告があった。



２ 大阪大学フォーラム２００５について

９月２７日から２９日までベトナム・ハノイにおいて、第５回目の大阪大学フォーラムが開催

された旨報告があった。

３ 平成１８年度学生募集要項について

平成１８年度入学者選抜要項及び各学部の決定事項に基づき、配付資料のとおり募集要項を作

成したこと及び本評議会終了後に公表する旨報告があった。

４ 人事院勧告への対応について

今年度人事院勧告への対応方針及び主な内容について、配付資料に基づき報告があった。

〔審議事項〕

１ 平成１８年度大学祭実施に伴う臨時休業措置について

平成１８年度大学祭の期間を平成１８年１１月２日（木）から６日（月）としたことに伴い、

１１月２日（木）及び６日（月）の２日間を臨時休業日とすることについて提案があり、審議の

結果、異議なく承認された。

２ 大阪大学教育研究等支援事業計画等について

平成１７年度から新設された「大阪大学教育研究等支援事業経費」による平成１７年度の事業

計画について、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

３ 学内措置による教育研究組織の整備について

新たな予算措置を伴わない教育研究組織の整備事項として、産業科学研究所に「新産業創成研

究部門」を設置することについて、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認さ

れた。

４ 学内規程の一部改正について

(1) 情報公開・個人情報保護委員会規程の一部改正

(2) 産業科学研究所規程の一部改正

(3) 講座、学科目及び研究部門に関する規程の一部改正

(4) 就業規則の一部改正

① 教職員就業規則の一部改正

② 任期付教職員就業規則の一部改正

上記４件の改正趣旨について説明があり、審議の結果、異議なく承認された。

５ 寄附研究部門の設置について

微生物病研究所に「疾患糖鎖学（生化学工業）寄附研究部門」を設置することについて、配付

資料に基づき説明があり、審議の結果、異議なく承認された。



６ 寄附講座の存続期間の更新について

医学系研究科に設置され、平成１７年１１月３０日で終了する「癌ワクチン療法学寄附講座」

を平成２０年１１月３０日まで期間更新することについて、配付資料に基づき説明があり、審議

の結果、異議なく承認された。

７ 教員の懲戒について

(1) 前回からの継続審議としていた教員の懲戒処分事案について､当該教員所属部局長の発言の後、

総長から同部局長に対し、教育体制及び安全管理体制の改善・確立を図るよう要請があった。

次いで、当該教員所属部局教授会での審議結果を踏まえた処分案について、投票の結果、同

案を可とし、当該教員を停職５日間とすることとした。

また、審議結果の当該教員及び部局長への通知等の手続きについて説明があった。

(2) 別件の教員の懲戒事案について、①本評議会に対し、当該教員所属部局教授会での審議結果

の通知があったこと、②当該教員から、審議結果に対する不服審査の申し立てがあったこと、

③本評議会に不服審査委員会を設置し、審議結果を本評議会に報告する予定であること、④本

評議会はこの審議結果に基づいて審議する予定である旨説明があった。

〔その他事項〕

１ 次回教育研究評議会の日程について

１１月の定例教育研究評議会は、１１月１６日（水）１３時３０分から開催する予定である旨

発言があった。

（以 上）


